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第１０号様式（第１０条関係）
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第１１号様式（第１０条関係）



山
梨
県
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二
四

第１２条様式（第１１条関係）



（
山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
、「
当
該
吏
員
」

を
「
当
該
職
員
」
に
、「
と
畜
場
法
」
を
「
と
畜
場
法
」
に
、「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に

、「
と
畜
検
査
員
」
を
「
と
畜
検
査
員
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
十
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
等
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
第
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」

を
「
第
五
条
第
二
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
二
十
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
号
中
「
第
十
九
条
の
十
七
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
、

同
法
」
を
「
及
び
同
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

三
　
と
畜
場
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
衛
生
管
理
責
任
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者

第
十
九
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
七
条
中
「
第
十
二
号
様
式
」
を
「
第
十
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
十
号
様
式
」
を
「
第
十
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十

一
号
様
式
」
を
「
第
十
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
七
十
一
条
」
に
、「
第
九
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
第
十

二
号
様
式
）
を
」
に
、「
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る

」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
四
条
の
四
中
「
第
二
十
条
の
四
」
を
「
第
七
十
条
第
一
項
」
に
、「
第
八
号
様
式
の
四
」
を

「
第
十
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
四
条
の
三
中
「
第
二
十
条
の
三
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
に
、「
第
八
号
様
式
の
三
」

を
「
第
十
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
四
条
の
二
中
「
第
二
十
条
の
二
」
を
「
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
、「
第
八
号
様
式
の
二
」

を
「
第
九
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

様
式
を
第
十
四
号
様
式
と
す
る
。

山
梨
県
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報
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外
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十
一
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十
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三
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二
五

、

、



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

二
六

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
九
号

山
梨
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
に
よ
り
、」
を
「
県
内
の

公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
に
よ
り
」
に
改
め
、「
及
び
」
の
下
に
「
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
に

よ
り
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
求
職
者
が
県
外
に
居
住
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
居
住
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
都

道
府
県
の
定
め
る
級
地
区
分
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
及
び
第
一
号
様
式
の
二
）
を
」
を
「
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
職
業
訓
練
受
講
指
示
書
の
写
し

二
　
通
所
状
況
届
（
第
一
号
様
式
の
二
）

三
　
住
民
票
謄
本

四
　
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
寄
宿
舎
へ
の
入
居
を
証
す
る
書
面
、
賃
貸
借
契
約
書
等
の
写
し
（

寄
宿
手
当
を
申
請
す
る
場
合
に
限
る
。）

五
　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
等
の
写
し
（
第
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る

。）
六
　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
七
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
の
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項

と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
求
職
者
が
現
に
受
け
て
い
る
訓
練
手
当
以
外
の
訓
練
手
当
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
職

業
訓
練
手
当
受
給
資
格
認
定
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
当
該
申
請
に
必
要
な
書
類
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
第
二
項
を
削
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
一
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

山
梨
県
宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
規
則
第

三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
三
号
中
「
と
畜
場
法
」
を
「
と
畜
場
法
」
に
、「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第

二
項
」
に
、「
と
畜
場
」
を
「
と
畜
場
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

山
梨
県
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
三
年
山

梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「
第
９
条
第
２
項
」
を
「
第
２
７
条
第
２
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

、

、
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第１号様式（第７条関係）
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第１号様式の２（第７条関係）


